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水利組織における運営管理の動向と課題

一北海道稲作地帯を事例としてー

食 嫡強
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1 .はじめに

水田農業地帯では，戦後特に日本経済の高度成長以降，政府の補助事業と

しての土地基盤整備事業が急激に進み，それによって，水田農業生産の基盤

となる水利施設体系が整備改善されてきた。そしてそれが水田農業の従来の

用排水問題の解決に大きな貢献をなしたといえよう。

一方，このことは整備改善された水利施設体系を，水田農業生産のために

常に良好な状態に維持管理することがますます重要な課題となってきている

ことを意味している。しかしながら，戦後水利施設の維持管理の主体は，施

設の性格や規模によって相違はあり，大きくみれば地方公共団体，土地改良

区，及び用水組合など末端水利組織の三つに分けられるが，これら各段階に

よる水利施設の維持管理は，近年の農業情勢の変化，国や地方財政の変化な

どによって，ますます困難になってきていると言われている。とくに末端の

水利組織について，従来は末端用排水路の維持管理は慣行的な労働負担義務

として，全戸出役体制のもとで行われてきたが，しかし，近年全戸出役義務

体制は形式的には存続しているものの，その内実は変化し，末端用排水路の

維持管理機能は空洞化しつつあると言われている。これらの問題はとりわけ

う1



北海道大学農経論叢第47集

府県の水田農業地帯でみられている1)。

北海道においては，同様に兼業化が進んできているが，府県と比べるとま

だまだ専業農家率が高いといえる(例えば，平成元年度の専業農家率をみる

と府県は13.8%，北海道は39.Z%)。一方，北海道の水田面積規模が大きい

ことから転作率も府県より高い。このような特質から，末端の水利施設の維

持管理主体となる水利組合などの水利組織の性格において北海道的な特徴が

あらわれている。つまり，末端の水利組織は一定の用水系統がカバーしてい

る地区範囲内の集落を超えた農家群によって構成され，用水地区的な機能組

織であり，府県では水利組織は集落組織と一致している場合が主流であるの

に対し，北海道では水利組織と集落組織は完全に別個の農家組織として存在

し，機能しているケースが主流をなすことである。北海道の行政組織につい

て，地域的資源である水の総有的支配に基づく生産力的紐帯を欠いて組織が

存立していると指摘されるのも，このような集落を超えた組織とならざるを

えない側面に由来する2)。

以上のような水利施設の維持管理に関わる北海道的な構造のなかで，近年

の農業展開の変化や農業情勢の変化などが，末端の水利施設の維持管理及び

その主体となる水利組織のあり方に独自の影響を与えてきていると考えられ

る。

つまり，水利施設の維持管理は水を利用するすべての者にとって必要とな

るのはいうまでもないが，しかし，転作の増加や受益面積規模階層の分化に

よる水利用の多様化，土地移動に関わる用水確保問題の発生3) 兼業の進展

など，近年の生産構造に影響を及ぼす諸要素の変化は，水利施設の維持管理

に対する構成員のインセンティプを多様化させてきているのである。

したがって，このような水利組織の構成員の異質化が，水利組織や水利施

設の維持管理にどのような影響を与えているのか，またこのような異質化に

対し，水利組織はどのように対応しているのかを見極めることが，今後の水

利施設の維持管理のあり方を措定する上で重要であると考えられる。しかし，

そのような動向は個々の地域によってさまざまに特徴づけられていると思わ

1 )例えば，永田 [13].地域水利問題研究会 [11]が参考できる。

2 )この点について詳しくは生源寺 [7] P 181-183.七戸 [5] P227-234. を参照。

3 )この点については，例えば北海道南幌町を事例に志賀 [4Jで実証されている。

う2



水利組織における運営管理の動向と課題

れ，一括して全体把握することには困難がある。

そこで本稿では北海道の稲作中核地帯である空知管内の雨竜町をとりあ

げ，水利組織の構成員の異質化による水利施設の維持管理の変様のあり方を

第一段階的に知ろうとするものである。つまり，構成員の異質化が水利組織

の維持管理体制のあり方にいかに影響を及ぼしているのかを実態的に検討

し，次に今後の水利施設の維持管理と水利組織の課題について検討するもの

である。

北海道の水団地帯で、は，とくに水田利用再編対策がはじまった昭和53年以

降，高い転作率の実施のために水田土地利用の多様化が進み，それに伴って

水利用がますます複雑となってきている。また同時に主として後継者不在に

よる離農者が増加しつつあるが，それに伴って水利組織を構成する農家戸数

が減少してきている。雨竜町は北海道におけるこのような問題状況下を端的

に現しており，今後の水利施設の維持管理問題を考えるための素材として，

適切であると判断される。

2.水利施設体系の展開と水利組織の変化

本節では，昭和42年以降に行われた土地基盤整備事業の実施による水利施

設体系の展開と水利組織との関係について整理する。とくに現在の水利組織

ができた起点について述べておく o

1 )水利施設体系の展開

雨竜町は稲作を基盤とする営農展開の地帯として空知管内においても代表

的な地域である。それは例えば，現在の耕地の水田率が94.6% (空知は

81. 2%)であるということからも窺える。また，昭和63年の農業粗生産額

のうち耕種部門に占める米の粗生産額の比率が80.9% (空知は64%)であ

ることからみても，稲作が地域農業の基本となっていることがわかるo 農家

の専兼別の状況をみると，平成元年度では専業農家率が32%(空知は41.1%) 

で， 1兼農家率が57% (空知は45.5%)というように，兼業率とくにI兼

農家率が高い。これはこれまで・の稲作中心の営農展開と深く関わっているも

のとみられる。雨竜町は今後とも稲作を中心とする営農展開を進めていくと

みられるが，いずれにしても稲作展開の基本要件である水の確保と，そのた

めの水利施設の維持管理，及びそれを担うべき主体の育成・確保が重要な要

う3



北海道大学農経論叢第47集

件となっているといえよう。

次に水利施設体系の展開についてみる。まず北海道の戦後水利施設の造成

経過をみると，ダム・頭首工・幹線用排水路などの基幹水利施設は，国営な

いし道営がんがい事業や道営圃場整備事業によって造成されてきた。次にこ

れらの基幹施設を基礎に，道営・団体営闘場整備整備事業の実施によるダム

ー幹線用水路一支線用水路一分派線一圃場という用水施設体系が，樹状図的

な配置としてできあがってきている。排水施設体系についてはほぼその逆と

いえる。

また圃場整備事業の実施経過を全道的にみると，圃場整備が事業制度化さ

れた昭和38年から米生産調整が始まる昭和45年ごろまでに，急激に圃場整備

事業の実施地区数が増加していく。また北海道の稲作中核地帯である空知，

石狩，及び上川の三支庁別にみると，昭和45年ごろまでは空知管内が事業実

施の主流となってきており，空知管内のなかでも北空知と南空知とでは，事

業実施の時期差が明確にみられる。すなわち，北空知では主に昭和38から45

年の期間，南空知ではほとんどが昭和45年以降に実施されているペしたがっ

て，北空知に位置する雨竜町における圃場整備事業の実施は，全道的にみる

と早い地域といえる。

次に雨竜町と土地改良区との関係をみると，雨竜町管内のー集落を除いた

すべての地区が雨竜土地改良区管内となっている。雨竜土地改良区管内の主

な水利施設の造成事業の概要は表1に示すとおりである。これによると，昭

和28年から国首直轄かんがい排水事業によって尾白利加ダムが造成され，こ

れを基礎に昭和42年から直轄かんがい排水事業・道営圃場整備事業が中心に

実施された。つまり，昭和49年までには主な幹線用排水路が造成・改修され

た上で，昭和49年以降は主に改良区が事業主体となる団体営事業で末端の用

排水路の造成・改修が行われてきたといえよう。

2)水利組織の変化

以上のような基幹施設の完了とその後の面的な事業展開との聞に当たる昭

和49年に，改良区組織の再編が行われた。つまり，昭和49年以前までは末端

水利組織として22の水利組織(それらの連合体が水利調整委員会)があった

4 )北海道の圃場整備事業の進展状況について詳しくは，北海道開発局 [15]を参照。
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表1 雨竜町における主な水利施設の造成事業概要

施工
事 業 名 事業地区名

事業
事業量(水利施設関係)

年次 主体

S28-42 特価津港澱排水事業 尾白利加 国 尾白利加ダム一基

尾白利加幹線用水路

S42-48 タ 雨竜 。 濃排 22，114m、

頭首工と排水機一式

S44-50 国場整備事業 第一幹線 道 濯排 2，114m

S45-50 。 雨竜 '" 港排 9，903m
S46-51 ク 雨竜第2期 。 潅排 2，500m

S46-53 ク 請の津 '" 
S44-53 総合農地開発事業 洲本 タ 濯排 8，362m

S43-45 第1次構造改善事業 北伏古 区 港排 3，360m

S45-46 かんがい排水 排水北線 。 用水路 7，741m 

S53-55 ため池等整備事業 尾白利加 道 用水路 2，105m

S54-H1 。 尾白利加第2 。 用水路 5，674m

S48-52 かんがい排水 雨竜 区 用水路 6，341m 

S49-52 イシ 豊里 ク 用水路 5，787m

S54-55 。 新生 。 用水路 2，427m

S53 小規模農用地整備 雨竜 。 用水路 205m 

S59 。 雨竜 ク 用水路 246m 

S60 ク 雨竜 。 用水路 515m 

S60 土地改良総合整備 6丁目 イシ 用水路 538m 

S62 。 雨竜第2 イシ 用水路 738m 

S62 タ 雨竜第1 '" 用水路 611m 
S60 排水対策特別 寿 ク 用水路 646m 

S62-H3 土地改良総合整備事業 豊竜 道 用水路 l1，030m、

排水路 15，365m 

S63-H4 ク 中島 タ 用排水路 l，360m

注:雨竜土地改良区資料より作成。

が5) (そのなかで川上，洲本及び牧岡地区の三組織は，昭和44年から53年ま

での道営総合農地開発事業の新規開田によって作られたものである)，昭和

49年に各幹線用水路及び揚水機のカバーする区域ごとに，従来の22の組織が

12の管理区6) (それらの連合体が管理区委員会と名称変更された)に再編さ

5 )雨竜町における農地改革以前の水利問題について，田畑[10]を参照。

6 )雨竜土地改良区管内において，面白内地区(第11管理区で，揚水機は土地改良区所有)

と南伏古地区(第12管理区で，私設揚水機)のニつの地区が揚水機て、用水を確保し，

独立の水系をもっている。その他の管理区は全て尾白利加ダムと雨竜頭首工からの水

を利用している。
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れた。この管理区委員は再編された管理区の地元から選ばれることになる。

改良区と受益者である農家との連絡パイフは各管理区委員から構成される管

理区委員会が当り，各管理区内でさらに下部組織をつくるかどうかは各管理

区に任されている。

このような組織再編の契機は，全体的な水管理のために幹線用水路ご、とに

一本化する必要があったとみられる。つまり，昭和49年に新設された菅理区

委員会細則のなかで明示されているように，水利施設の維持管理機能(用排

水調整機能及び水利施設の保全機能)について，改良区と受益者(管理区)

との役割分担をはっきりさせるためである。

また各管理区の水利施設の実際的な維持管理に対して，改良区から各管理

区に管理区委員の年手当と，管理区所轄面積割で反当り30円(交付金)を支

給している。原則として，管理区委員の年手当は管理区委員の報酬とし，管

理区に支給する面積割の交付金は管理区内の水利施設の維持管理経費として

使われるとされているが，しかし実際には管理区委員の年手当や交付金の使

い方は各管理区に一任されている。例えば，管理区委員の年手当と吏付金を

一括して管理区の一般会計に入れて，別に管理区委員の報酬を決めている管

理区があるが，改良区の規定通りに行っている管理区もある。つまり，改良

区から流れてくる予算の使い方は各管理区によってさまざまである。

以上のように，圃場整備事業の実施による水利施設体系が整備されたこと

によって従来の水利組織が再編され，新たに水利施設体系を維持管理する組

織基盤が形として作られた。再編成された水利組織は基本的には従来の水平IJ

組織を幹線用水路系統によって統合したものである。その場合，水利組織と

集落組織の範囲はほとんど従来と同じく別個のままである。むしろ新組織単

位である管理区の範囲は従来のそれより大きくなったため，管理区にまたが

る集落数はこれまで以上に多くなっている。

3.水利組織の運営管理と水利施設の維持管理

本節では，水利施設体系の展開によって再編された水利組織(管理区)の

性格が，組織運営管理体制といかに関わっているのか，また組織再編以降に

おける雨竜町農業の展開構造の変化が運営管理方式にいかに影響しているか

を検討する。具体的には水利組織の集落組織との関係という側面の水利組織
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の性格が水利組織の運営管理体制といかに関わっているのか，また末端水利

施設の維持管理における管理区と分区の役割についての検討を試みる。それ

らの検討を踏まえて，組織の維持管理が困難になってきている諸要因とくに

用排水問題の発生の要因を検討し，今後の水利施設の維持管理と水利組織の

課題についての整理を試みる。

1 )水判組織の性格と運営管理体制

(1) 水利組織の性格

前述のように，集落と水利組織との関係については大きく次の二つのタイ

プに分けられる。すなわち，一つは両組織の範囲が全く別個であるタイプで，

いま一つは両組織の範囲が一致しているタイフである o ここでは，このよう

な二つのタイプを代表する二つの管理区を取り上げ，それぞれの運営管理体

制のあり方について比較分析を試みる。すなわち水利組織が集落組織と全く

別個のタイプのものとしては第3管理区，一致しているものとしては第6管

理区である。この二つの管理区はいずれも雨竜頭首工からの水を利用してお

り，また土壌条件が似ている地帯である。さらに外部からの入作農家が少な

いということでも同様条件下にある。

図1は第3管理区の区域を示している。この管理区では現在構成員戸数は

取水口

凡例一一-一一管理区境界線

一一ー一一分区境界線

宇一一一一。支線用水路

図1 第3管理区と分区の区域図
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62戸(入作者を除く)，管轄面積は275haである。また管轄区域と関わって

いる集落は，主として 3，4， 5， 10， 11， 12区の六つにまたがる。その

中で4区集落は全域 5区集落は大半の区域が管理区内に属されているが，

その他の集落はいくつかの管理区にまたがっている状況である。管理区内に

水を供給しているのは第3幹線用水路で、あるが，幹線以下の支線水系をみる

と合計6本の支線用水路がある。圃場まで、の用水は主にこれらの支線から利

用されている。

一方第 6管理区は，図2で示されているように管理区の区域が集落の区域

と一致しているところである。管理区の構成員戸数は35戸(入作者を除く)，

管轄面積は193haである。この管理区は水利組織が再編される昭和49年以前

までは，雨竜川から直接揚水機で、用水を確保していた。つまり独立した水系

をもってきたところである。水利組織として中島用水組合がつくられていた

が，基盤整備事業によって昭和49年以降は幹線用水路の取水口が第2幹線排

水路と連結し，他の管理区の排水を利用するようになった。幹線以下の支線

用水路をみると，第 1支線と第2支線があり，閏場まで、の用水はこのこつの

支線と中島幹線用水路の末端からのものを利用している。

¥ 
¥ 
¥¥  グ
¥、ど〆

図2 第6管理区の区域図

凡例一一司一一管理区及び集落区域境界線

か一一一-0用水路

う8



水利組織における運営管理の動向と課題

(2) 水利組織の運営管理体制

改良区管内の水利組織としては幹線用水路系統によってつくられた管理区

であるが，実際に管理区のなかで管理区の面積規模が大きいなどの要素から，

管理区管内にいくつかの分区に分かれている。

水利組織(管理区)の運営管理体制について設立当時(昭和49年)の状況

をみたのが表2である。昭和49年の水利組織再編当初では，各管理区におい

て一人の管理区委員が地元から選ばれることになっている。第3管理区と第

6管理区においても，管理区の役員としては改良区が定めているとおりに管

理区委員(または管理区長)は一人であるが'i支線用水路レベルでみると第

3管理区では三つの分区に分かれており，管理区全体の水調整は管理区委員

が行っている。各分区ごとに分区長と水門当番が決められ，用排水調整が行

われている。各分区の区域と集落との関係をみると，直接第3幹線用水路か

ら引水している 3-1分区は主に10，11， 12区の各集落にまたがっている。

3 -2分区はほとんどが4区集落に一致し， 3 -3分区は大半が5区集落の

農家によって構成されている。これらに対して，第 6管理区では支線ごとに

表2 水利組織の運営管理体制

水利組織 役員構成
交付金の 会議 関連 農家 出 役

使い方 形式 行事 負担 確 {呆

管理区長1人 分区に 役員

反別配分 会議

第

3 -1 分区長1人 分区全体 総会 1戸1人

3 分区 当番3人 一括使用

管 3-2 分区長1人 分区全体 総会 1戸1人

分区 当番3人 一括使用

理

3-3 分区長1人 分区全体 総会 面積割 I戸 l人

区 分区 当番1人 一括使用

区長1人 管理区で 役員会 毎年水 1戸1人

第 6管理区 各支線 一括使用 と総会 神宮祭

班長3人

注:分区長へのアンケート調査及び聞き取り調査(1990.11)より。
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分区としての組織をつくっていない。全体の用排水調整は管理区委員(区長)

と第 1，第2と幹線(中島幹線用水路末端から引水している区域)から 3人

(班長)，計4人で行われている。支線レベルの班は共同作業班として位置

づけられている。

改良区からの交付金の使い方をみると，第3管理区ではさらに各分区ごと

に面積割で再配分しているが，第 6管理区では一括して管理区全体の一般会

計に入れて利用している。年間の構成員会議の形式をみると，第 3管理区で

は管理区委員，分区長及び総代による役員会議が行われており，さらに分区

ごとに構成員全体総会が行われている。これに対して，第6管理区では役員

会議のほか，管理区内の構成員全員による総会が行われているという方式で

ある。

水利関係の行事をみると第3管理区では，管理区全体としても各分区内で

も関連行事がないのに対して，第6管理区では毎年大きな行事(夏の水神宮

祭)が行われている。この行事は14区集落全体の行事ともなっている。水利

組織の維持管理のための農家負担をみると，両管理区とも徴収していない。

しかし，第3管理区内の分区ごとにみると， 3 -1と3-2分区は徴収して

いないが， 3 -3分区では受益面積割で徴収している。

最後に共同作業出役確保対策の内容をみると，第3管理区においては 3-

1と3-2分区は一戸ー人出役する。 3-3分区は同じく一戸一人出役する

が，出役者には一人一日800円の労賃を支給する。これらに対して第 6管理

区では一戸一人出役するものとなっている。

以上のように，第3管理区は管轄面積の大きさと関係し，多くの集落を含

むものとなっていることから，管理区全体として様々な局面において一本化

しにくい状況にある。また支線水系の配置状況，集落との位置関係によって

三つの分区としてそれぞれ分断されている。各分区の運営管理体制からみて

もわかるように，実質的な水利施設の維持管理主体は管理区ではなく各分区

であることがわかる。これに対して第6管理区は水利組織の範囲が集落組織

と一致していることから，管理区内で各支線レベルでの組織がつくられてい

ない。また水利関係の行事も集落行事として行われており，結束力がみられ

る。

このことから，水利組織と集落組織との関係のあり方は，水利組織の運営
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管理体制(とりわけ組織体制)に大きく影響していることがわかる。また，

水利組織が集落組織と別個のまま存在している場合，実質的な維持管理主体

はその下部組織である分区であるとみられ，管理区の範囲(面積，農家数)

の大小が水利組織の機能発揮の程度に影響をもつことがわかる。

2)運営管理方式と生産構造の変化

北海道では戦後の農地改革などによって分厚い中農層が形成されていた

が，高度経済成長期に入ってからは挙家離農が多くみられるようになった。

その結果，経営階層分化によって経営規模の階層格差が拡大してきた。特に

圃場整備事業の実施，農業情勢の先行き不安，後継者不在などの要因から，

経営規模の階層間格差がさらに拡大してきている7)。

水田農業地帯において，このような経営規模階層間格差の拡大は稲作展開

の基本要件である水利用における多様性など格差が拡大してきていると理解

できる。つまり，従来の分厚く存在していた中農層による画一的稲作展開に

おいては，水利用における格差はあまりみられず，したがって平等な出役体

制が確保されていたことから，水利施設も比較的維持管理がされやすかった

といえよう。しかし，近年の水利用の格差の拡大は水利施設の維持管理への

関心度において格差を生じせしめ，水利組織の運営管理体制に影響を及ぼす

までになっている。

また昭和45年の米生産調整政策の開始以降，特に昭和53年の水田利用再編

対策の開始以降，北海道の水田農業地帯においては府県の水田農業地帯より

も大きな打撃を与えられたといえる。すなわちこれまでの大規模稲単作とし

て展開してきた北海道に対し，より高い転作率が配分され，そこでは即，水

回転作下の水利施設の維持管理が大きな問題となった。このような維持管理

問題(既存施設の保全問題)について概括すると次の二つのタイプがある8)。

一つは稲作面積が減少しでも，地域全体としてはまだ稲作による営農が続け

られ，あるいは稲作が主流となっている場合である。本稿の調査対象地であ

る雨竜町はこの場合であるといえる。この場合，いかにして水利施設の荒廃

を防止するか，また農家間に水利用上の不均等が存在するときに，いかなる

7 )例えば，園場整備と階層分化の進展について，湯沢 [17]を参照

8 )この点について詳しくは，生源寺[6]を参照。
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維持管理負担方式が合理的かという問題が提起される。いま一つのタイプは，

水利施設の全部または一部が短期的に稲作に利用される可能性がないものと

して遊休化する場合であり，なせヲ1<利施設を維持管理しなければならないか

という問題が提起される。

前者の場合についてみれば，転作率の違いによる水利用の格差が生じてく

ることから用排水調整の問題が棲雑となり，また構成員の水利施設の維持管

理に対するインセンティフの強さも違ってきている。具体的には例えば経営

主の老齢化，後継者不在などによって全面転作農家も現れてきており，また

地域全体での水回転作率の増加とともに，地域内での転作率の配分方法にも

よるが，構成員の転作率において多様性がでできていることである。つまり

転作の多い農家とそうでない農家とでは，水利用の内容が違うことから水利

施設の維持管理や水利組織の運営管理への関心度が違ってくると考えられる

のである。

さらに兼業化の進展度合による関心度の格差もあるが，ここではさしあ

たって水利用の格差の形成と深く関わっていると思われる受益面積規模と水

回転作率の関係にかかわって水利組織の運営管理がどのような影響を受けて

いるのかを検討する。

60 

50 

4 

農

高30
成

比 20

10 

。
-1 ha 1 -3 ha 3 -5ha 

水回受益面積階層

一昭和49年・..昭和58年

注:雨竜土地改良区資料より。
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図3 第6管理区水田受益面積階層別農家構成
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第6管理区を例にとり，水田受益面積階層別の農家数構成状況をみたのが

図3である。水利組織再編時の昭和49年時点では，総受益農家数は50戸あり，

階層構成をみると過半数の構成員が3-5 ha層に属し，全体の56%を占め

ていた。つまり受益階層性からみれば，構成員が比較的同質であったことが

いえる。一方昭和58年の受益面積階層構成をみると 3-5ha層の農家率は

46.8%で，昭和49年と比べて約10%減少している。これに対し， 5 ha以上

層の農家率が33.3%を占め，昭和49年より11%増加している。つまり昭和

49年から58年までの聞に. 5 ha以下層の農家率が減少し 5ha以上層の農家

率が増加するというように，受益面積について格差が拡大してきていること

がわかる。

転作状況についてみてみる。集落全体の転作率をセンサス集落カードから

よみとると，昭和50年4.2%，昭和55年17.1%，昭和60%年28.6%となって

いる。ここでは，昭和49年時点の転作関係の正確な農家データが入手できな

かったために，本格的に転作が強化されてきた水田利用再編対策期の昭和55

年の転作状況と昭和58年のそれと比較することにした。受益農家の転作率を

両年度の相関図の形でプロッ卜したのが図 4である。昭和55年時点での転作

率が10%から50%に分布していたことに較べ，昭和58年では転作率50%以

100 
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昭 70

和 60
58 

~ 50 
~ 40 
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0 。 20 

. . . . 

40 60 

昭和55年転作率

注:雨竜土地改良区及び農協資料より。

図4 第6管理区内の転作率による農家分布図

63 

80 1∞ 



北海道大学農経論叢第47集

上の農家が多くなり，かっ多様化している。このような短期間をとっても転

作対応におけるかなりの格差が拡大していることがわかる。

次に第3管理区と第6管理区について，運営管理の変化状況をみたのが表

3である。転作率と受益面積の変化に伴って， 3-1分区では昭和63年に「申

し合わせ事項」がつくられ，共同作業出役に関して「耕作面積が5反以下の

農家は年 2回のうち 1回必ず参加するjと改めた。農家負担も「反別割と戸

数割でそれぞれ50%で徴収する」ことにした。 3-2分区では共同作業出役

に関しては大きな変化が見られないが，分区長への聞き取り調査によると，

「共同作業に出役しなかった人は，組織の決まりではないが，差入れなどを

出してみんなの了解をえるjというように変わってきた。農家負担も年によっ

て異なるが反別割で徴収するようになった。また 3-3分区では共同作業へ

の出役労賃が昭和56年に一人一日800円から1500円に増加させた。

また第6管理区については，共同作業出役は一戸一人体制で従来と同じで

あるが，昭和58年に「事業出役者に労賃を支給する」ように変化した。また

農家負担も毎年の必要に応じて面積割で徴収することになった。

表3 水利組織の運営管理方式の変化状況

農家負担 作業出役確保対策 作業出役確保対策内容

水利組織

当時 現在 規約等 形成年 iゴr 時 現 在 変化年

第

3-1 反別戸 申し合わ 昭和63 1戸1人 1戸 1人、 5 昭和63

3 分区 別割半 せ事項 反以下年2回

々 中1回出役

管

3-2 面積割 l戸1人 1戸I人

理 分区

区 3-3 面積割 面積割 規約有る 以前から I戸1人 1戸 1人 昭和田

分区 労賃 労賃

800円 1，500円

必要時 l戸I人 I戸 I人 昭和58

第6管理区 面積割 労賃支給

注:分区長へのアンケート調査及び聞き取り調査(1990.11)より。
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このような昭和49年あるいは55年から58年までの聞にみられたような水

田受益面積及び転作率における構成員の異質化が進行した。この異質化の進

行が昭和58年の第6管理区総会で「事業の出役者については労賃を支給する」

という決議につながっていたと考えられる。つまりこのような構成員の異質

化による格差拡大が組織機能を崩すことへの対応として，水利組織が事業参

加を確保するための対応策を講じたものといえる。農家聞き取り調査では「出

れない人の得にならないように，出役者には出面賃がでるJ，また「転作農

家にも共同作業に出るように連絡しているが，出ないJというような答えを

耳にしたが，それは上述の傾向の現実的な反映であると理解できる。

一方，昭和58年の第6管理区総会で「水利組合の経費は，改良区の受付金，

管理区委員手当を充てて，かっ不足分を反別割で徴収するJという決議があっ

た。ここで不足分を徴収するという事態に至ったのは，従来からの改良区の

補助金が増加しないという状況の下では，先述のように事業出役について労

賃を支給するようになったことから，支出が多くなるからである。いま一つ

は，役員手当の増加による支出が多くなったことである。兼業化の進展，ま

た一般賃金率の増加などによって水利組織の役員手当も増加せざるを得ない

ところにきている。

このように，生産構造の変化が末端の水利組織の会計支出増加の大きな要

因となってきており，そのことが全体に農家負担を増加させているといえよ

つ。

3)水利施設の維持管理と水利組織の課題

ここでは，雨竜土地改良区管内の分区長へのアンケート調査結果をもとに，

水利施設の維持管理が困難となってきた要因，及び用排水問題が発生する由

縁について検討することによって，今後の水利施設の維持管理方法，及び水

利組織再編の必要性について言及する。

アンケートに対する反応は雨竜土地改良区の37の分区のうち， 26分区の回

答があったこと，またほとんどの管理区から回答があったことから，これら

のアンケートの結果は全体的な状況を反映していると考える。

表4は水利施設の維持管理が困難になってきている要因についてのアン

ケート結果を示したものである。ここから維持管理の困難性についての要因

は大きく二つに分けることができる O すなわち，一つは農家戸数及び若い人
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水利施設の維持管理が困難になってきている要因

についてのアンケート結果

表4

困難になってきている要因

出役者が老齢化になっている

用排水施設の老朽化

雨多い時に排水で水害になる、下流の流れが悪い

若い人が少なく、通作地が多くなってきた

兼業が多い、転作面積の摺加

若い者が少ない、転作が増加、兼業が多くなった

水路の漏水が多く、補修が多いため手聞が大変

農業形態が多様化し、同じ時期に時間が取れない

農家戸数が減少し、若い者が少ない

区

1幹線の 1

1幹線の 2

1幹線の 3

2幹線の 1

2幹線の 3

2幹線の 5

3幹線の 1

3幹線の 2

3幹線の 3

7階段線の 1

7階段線の 1

排水北線
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注:分区長へのアンケー卜調査(1990.11)より。

の減少，出役者の老齢化，転作増加による農業形態の多様化，兼業化，といっ

たような生産構造の変化による要因で，いま一つの要因は，施設自体の老朽

化に関わることであり，これによる用排水の補修作業の必要性と，それに伴

う経費問題が生じてきていることである。

次に，現在の用排水問題についての意向をみたのが表5である。まず用水

問題をみると大きく二点があげられている。一つは用水量の不足で‘あり，い

ま一つは用水路の未整備あるいは老朽化による用水の問題で・ある。前者につ

いては，平成元年で改良区管内の転作率が約36%であるが，転作になっても
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表5 用排水問題についてのアンケート結果

管区 分区名 用水問題 排水問題

1 1幹線の 1

1 l幹線の 2

I 1幹線の 3

2 2幹線の 1 水の少ない時、末端の調整に苦しんでいる

個人個人の水口に問題ある

2 Z幹線の 3 春水使う時一時不足、サイホンにごみがつ 集中雨の時、水がぬけられない

2 2幹線の 5

3 3幹線の 1 用水取入口の改修等、用水路の漏水 上部にトラフ在入れていない、畦の崩れ

3 3幹線の 2 大雨時内水溜まる、排水機能力不足

3 3幹線の 3 排水問題がある

4 7階段線の l ~の渇水期に不足、用水の末端であるから 大雨時水がはき切れない

4 7階段線の l 夏の渇水期に不足、用水の末舗であるから 大雨時水がはき切れない

5 排水北線 設備が古く漏水する、当初の設備(337)が まだ未整備で、田植時の排水

現状の機械化に向いていない‘下流のトラ 大雨時の排水が溢れる、一部回に

7点支4、さい 逆流する

5 号外線 装工不備、未装工. 未装工が多い

5 新生線 全部トラフが入っていないので， 末端まで未装工で、土が流れる

土が流れたりする箇所ある

6 中島地区 春作業時末端に水量不足 大雨時内水が溜る

7 洲本 l支の3 水問題で話合

7 洲本1支の4

7 洲本第 2直

7 洲本第 3直 用水量が足りない

7 洲本第 4直

8 牧岡第 3直 調整が大変，代掻が一斉になるので水量が 排水路の末端工事が未完成

少なくなるので

8 牧岡第 4直

8 牧悶 1. 2直 用水が足りない 排水問題が有る

8 謂の津 1直 必要な用水量が来ない 排水が溢れる

10 満寿地区 水流悪い，土水路のため 用排水兼用で問題がある

Jl 面白内揚水

注.分区長へのアンケート調査(1990.ll)より。

用水の使用量はあまり減少していないことがわかる。つまり転作田が点在し

ているために，末端までに用水を流さなければならないので，用水使用量が

減少しないことを現している o この問題の解決には少なくとも管理区ごとの

全体的な土地利用計画が必要となるであろう。排水問題の方は，主に排水施

設の未整備が問題となっている。これについても管理区ごとの整備が必要と

されている。

このように，全体的にみると用排水施設の補修や未整備が現在の用排水問

題の大きな課題となっていることがわかる。今後とも稲作を中心とした営農
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を展開していくには，このような用排水施設の再整備が必要となってくるで

あろう o しかしながら，このような再整備は，関わっている水利組織が多け

れば多いほど，構成員の合意形成が難しくなってくると思われる。また今後

の合意形成の場面は，分区内での再整備事業に関する合意形成の必要性と同

時に，さらに分区をまたがる規模のより大きな再整備事業，例えば幹線用排

水路の再整備などを取り入れる必要がある場合には，その受け皿である多数

の水利組織の相互の協力方に関わる合意形成のあり方も問われるであろ

う9)。

4.おわりに

北海道の稲作中核地帯である空知雨竜町を対象に，生産構造の変化が水利

組織の運営管理体制にいかなる影響をもたらしているのか，また水利施設の

維持管理が困難になってきている要因ならびに用排水問題の要因がどこにあ

るのかついての検討を通じて，水利施設の維持管理と水利組織の今後の課題，

とくに合意形成に関わって検討してきた。

まず基盤整備事業による水利施設体系の展開によって，現在の水利組織の

基盤がつくられたが，幹線用排水路以下の水利施設の維持管理の実質的な主

体は分区であることを明らかにした。また北海道の水利組織は集落組織と全

く別個の存在であるという性格が，水利組織の運営管理体制(とりわけ組織

体制)に少なからぬ影響を与えていることも明らかにしえた。

また生産構造の変化，特に転作率の格差拡大による水田受益面積の異質

化・多様化が，水利組織の運営管理内容を変様させていることがわかった。

このような生産構造の変化による構成員の異質化に対して，水利組織の運営

管理は，今のところ組織内での機能維持強化策によって対応してきている。

しかし，今後構成員の異質化がますます拡大していくにつれてどこまで対応

できるのか，また対応できなくなった場合に，どのような新しい水利組織が

望ましいのかが急務の課題となっている。

9 )この点について，特に土地基盤整備が遅れ，再E警備が必要な地践において，末端水利
組織問の協力方に関わる合意形成の欠如が遅れの大きな要因として指摘されている。

また今後の再整備事業を実施するためにも，それが大きなネックとなっている。例え

ば，北海道農地開発部 [16]を参照。
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さらに，現在すでに用排水施設の補修整備事業が必要となっていることが

明らかになったo これを早急に実現するには分区内構成員の合意形成が必要

となることは当然で、あるが，より大きな規模の再整備事業が必要とされる場

合に，末端の水利組織である分区としての機能を超えて，各水利組織の相互

の協力方とそこにおけるより規模の大きな水利組織の機能が新たに求められ

ているといえよう。
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